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(57)【要約】
【課題】ランフラットタイヤのサイド補強層またはビー
ド部補強層に使用し、パンク時のランフラット走行の際
に伴いサイド補強層などの温度が上昇した場合において
も、剛性の低下を軽減しランフラット耐久性を改善し、
走行距離および速度を向上するゴム組成物を提供する。
【解決手段】１，２シンジオタクチックポリブタジエン
結晶を３０～６０質量％含有するスチレン－ブタジエン
共重合ゴムが７０質量％を超えるゴム成分１００質量部
に対して、カーボンブラックを１０～８０質量部配合し
たゴム組成物。前記ゴム成分は、スチレン－ブタジエン
共重合ゴムとポリイソプレンゴムの混合物であることが
好ましい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１，２シンジオタクチックポリブタジエン結晶３０～６０質量％含有するスチレン－ブ
タジエン共重合ゴムが７０質量％を超えるゴム成分１００質量部に対して、カーボンブラ
ックを１０～８０質量部配合したことを特徴とするゴム組成物。
【請求項２】
　ゴム成分が、スチレン－ブタジエン共重合ゴムとポリイソプレンゴムの混合物である請
求項１記載のゴム組成物。
【請求項３】
　スチレン－ブタジエン共重合ゴムのスチレン含量が１０モル％以上で３５モル％以下で
ある請求項１記載のゴム組成物。
【請求項４】
　ゴム成分中の１，２シンジオタクチックポリブタジエン結晶３０～６０質量％含有する
スチレン－ブタジエン共重合ゴムは８０質量％を超えることを特徴とする請求項１記載の
ゴム組成物。
【請求項５】
　請求項１または請求項２に記載のゴム組成物をサイド補強層またはビード部補強層に用
いたランフラットタイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発熱性を抑制すると共に、高温度においても剛性を維持できるゴム組成物、
さらに該ゴム組成物をサイド補強層またはビード部補強層に用いたランフラットタイヤに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のランフラットタイヤは、サイドウォール部の内側に配置されている高硬度のサイ
ド補強用ゴムを有する構造であり、パンクにより内圧が減少した状態においてもサービス
ステーションまで所定距離の走行が可能となる。このランフラットタイヤの装着により、
スペアタイヤを常備する必要性がなくなり、車輌全体における質量の軽量化が期待できる
。しかし、ランフラットタイヤのパンク時における走行速度および走行距離は十分とはい
えずランフラットタイヤの耐久性の向上が望まれている。
【０００３】
　ランフラットタイヤの耐久性を向上させる有効な手段として、補強用ゴムを厚くするこ
とにより変形を抑え、変形による破壊を防ぐ方法があげられる。しかし、タイヤの質量が
大きくなるため、ランフラットタイヤの当初の目的である軽量化が達成できない。
【０００４】
　また、ランフラットタイヤの耐久性を向上させる有効な手段として、カーボンブラック
などの補強用充填剤を増量し、それらを配合することによって補強用ゴムの硬度を上げ、
変形を抑える方法がある。しかし、混練り、押出しなどの工程への負荷が大きく、また、
加硫後物性において発熱性が高くなることから、ランフラット耐久性の向上はあまり期待
できない。
【０００５】
　またランフラットタイヤの耐久性を向上させるため、カーボンブラックを増量すること
なく加硫剤および加硫促進剤を多量に用いること試みられている。この技術で加硫密度を
上げ、変形、発熱を抑えることはできるが、ゴムの伸びが小さくなり破壊強度が低下する
傾向が生じる。一方、タイヤのサイドウォール用ゴムに、雲母類などの薄板状天然鉱石を
配合する技術も提案されている。しかしゴム組成物は耐屈曲性能が必要とされるため、硬
度が低いためサイド補強用ゴムとして用いても荷重を支持するには不充分である。
【０００６】
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　またパンク時のランフラット走行の際に、サイド補強層はタイヤの繰り返し変形に伴い
発熱し温度が上昇する。その結果、サイド補強層の剛性が低下しランフラット性能を著し
く損なうことになる。したがって高温においても高い剛性を維持するゴム組成物の開発が
重要となっている。
【０００７】
　特許文献１には、タイヤ用のベーストレッド用ゴム組成物として、シンジオタクチック
１，２－ポリブタジエン結晶を２．５～２０重量％含むポリブタジエンゴムを含むゴム組
成物が開示されている。これは、シンジオタクチック１，２－ポリブタジエン結晶成分が
、ポリブタジエンゴムにグラフト重合したものである。
【０００８】
　また特許文献２には、タイヤのクリンチ用ゴム組成物として、シンジオタクチック１，
２－ポリブタジエン結晶を２．５～２０重量％含むポリブタジエンゴムを含むゴム組成物
が開示されている。これもシンジオタクチック１，２－ポリブタジエン結晶成分が、ポリ
ブタジエンゴムにグラフト重合したものである。
【特許文献１】特開２００６－１２４５０３号
【特許文献２】特開２００６－　６３１４３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、低発熱性で高強度であるランフラットタイヤのサイド補強層またはビード部
補強層に適したゴム組成物に関し、特に、該ゴム組成物をランフラットタイヤのサイド補
強層またはビード部補強層に使用し、パンク時のランフラット走行の際に伴いサイド補強
層などの温度が上昇した場合においても、剛性の低下を軽減しランフラット耐久性を改善
し、走行距離および速度を向上したランフラットタイヤを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、１，２シンジオタクチックポリブタジエン結晶を３０～６０質量％含有する
スチレン－ブタジエン共重合ゴムが７０質量％を超えるゴム成分１００質量部に対して、
カーボンブラックを１０～８０質量部配合したことを特徴とするゴム組成物に関する。前
記ゴム成分は、スチレン－ブタジエン共重合ゴムとポリイソプレンゴムの混合物であるこ
とが好ましい。さらに前記スチレン－ブタジエン共重合ゴムのスチレン含量が１０モル％
以上で３５モル％以下であることが好ましい。
【００１１】
　さらにゴム成分中の１，２シンジオタクチックポリブタジエン結晶３０～６０質量％含
有するスチレン－ブタジエン共重合ゴムは８０質量％を超えることが好ましい。本発明は
、前記ゴム組成物をサイド補強層またはビード部補強層に用いたランフラットタイヤに関
する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に基づけば、低発熱性で高強度のゴム組成物が得られ、該ゴム組成物をランフラ
ットタイヤのサイド補強層またはビード部補強層に用いることで、パンク時のランフラッ
ト走行の際にサイド補強層などの温度が上昇した場合においても剛性を維持しランフラッ
ト耐久性に優れたランフラットタイヤを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、１，２－シンジオタクチックポリブタジエン結晶（以下「ＳＰＢｄ結晶」と
もいう。）３０～６０質量％含有するスチレン－ブタジエン共重合ゴムが７０質量％を超
えるゴム成分１００質量部に対して、カーボンブラックが１０～８０質量部配合されたゴ
ム組成物である。
【００１４】
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　＜ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ＞
　シンジオタクチック１，２－ポリブタジエン結晶（ＳＰＢｄ結晶）とは、エチレン成分
が１，２ポリブタジエン主鎖に交互に反対方向に規則的に配列された結晶性の高い樹脂で
あり、例えば約２００℃の融点を有する樹脂である。本発明においては、シンジオタクチ
ック１，２－ポリブタジエンの融点は１８０℃以上であることが好ましく、１９０℃以上
であることがより好ましい。融点が１８０℃未満では、プレスによるタイヤの加硫中に結
晶が溶融し、結晶の状態が変化して結晶の分散性が悪くなり、結晶性が低下して融点が低
くなり耐熱性が劣ることがある。本発明においてＳＰＢd結晶ＳＢＲは、結晶性ＳＰＢdが
ＳＢＲに化学結合（例えば、グラフト重合）しているものをいう。ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ中
のＳＰＢｄ結晶の含量は３０～６０質量％、好ましくは、３０～５０質量％の範囲である
。ＳＰＢｄ結晶の含量が３０～６０質量％の範囲で、ゴム組成物の強度と加工性がバラン
スよく改善できる。
【００１５】
　またＳＰＢｄ結晶ＳＢＲはゴム成分中に７０質量％を超えて配合される。ＳＰＢｄ結晶
ＳＢＲがゴム成分に７０質量％以下の混合ではゴム組成物に十分な剛性が維持できず、よ
り好ましくは８０質量％以上である。
【００１６】
　本発明において、スチレン－ブタジエン共重合ゴムのスチレン含量が１０モル％以上で
３５モル％以下であることが好ましい。ゴム組成物をランフラットタイヤのサイド補強層
またはビード部補強層に使用する場合、これら補強層はタイヤの走行時の高速回転により
繰り返し変形を受けて補強層の発熱により温度が上昇する。その結果、補強層は軟化し特
性が劣化することになるが、温度上昇に伴う劣化を軽減することが重要である。
【００１７】
　＜ゴム成分＞
　前記ＳＰＢｄ結晶スチレン－ブタジエン共重合ゴムと混合される他のゴム成分として、
ポリイソプレンゴム（ＩＲ）が好ましい。その含有率は３０質量％未満であることが好ま
しい。ポリイソプレンゴム（ＩＲ）の含有率を３０質量％未満とすることで損失正接（ｔ
ａｎδ）を低く維持し、ランフラット走行時の発熱を抑制することができ、タイヤの発熱
により温度が上昇した場合においてもゴム組成物の劣化が軽減されランフラット性能が維
持される。
【００１８】
　本発明においてゴム成分は、ゴム成分の２０質量％以下の範囲でイソプレンゴム以外の
ゴム成分が配合される。ここでゴム成分として、スチレン－ブタジエン共重合ゴム（ＳＢ
Ｒ）、ポリブタジエンゴム（ＢＲ）、スチレン－ブタジエン共重合ゴム（ＳＢＲ）、イソ
ブチレンン－イソプレンゴム（ＩＩＲ）、アクリロニトリル－ブタジエン共重合ゴム（Ｎ
ＢＲ）、クロロプレンゴム（ＣＲ）、スチレン－イソプレン－ブタジエン共重合ゴム（Ｓ
ＩＢＲ）、スチレン－イソプレン共重合ゴム、イソプレン－ブタジエン共重合ゴムなどが
使用できる。これらのゴム成分は、好ましくは１種類または２種類以上が混合される。
【００１９】
　＜補強剤＞
　ゴム組成物は補強剤としてカーボンブラックを併用できる。カーボンブラックの種類は
特に限定されないが、ゴム組成物を低発熱に維持するため、ＦＥＦ、ＦＰＦなどのソフト
カーボンが好ましい。例えば、窒素吸着比表面積（Ｎ2ＳＡ）は、３０ｍ2／ｇ以上であり
、好ましくは３５ｍ2／ｇ以上である。Ｎ2ＳＡが３０ｍ2／ｇ未満では補強性が不足し、
充分な耐久性が得られない。また、該カーボンブラックのＮ2ＳＡは、１００ｍ2／ｇ以下
であり、好ましくは８０ｍ2／ｇ以下、より好ましくは６０ｍ2／ｇ以下である。Ｎ2ＳＡ
が１００ｍ2／ｇをこえると、発熱性が高くなる。
【００２０】
　前記カーボンブラックのジブチルフタレート吸油量（ＤＢＰ吸油量）は、５０ｍｌ／１
００ｇ以上、好ましくは８０ｍｌ／１００ｇ以上である。ＤＢＰ吸油量が５０ｍｌ／１０



(5) JP 2010-18757 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

０ｇ未満では、充分な補強性を得ることが困難になる。
【００２１】
　前記カーボンブラックの含有量は、ＳＰＢｄの配合量によっても異なるが、ゴム成分１
００質量部に対して８０質量部以下であり、好ましくは６０質量部以下である。カーボン
ブラックが多くなると、ゴム組成物の粘度が上昇し、ゴムの混練り押出しが困難になり、
さらにランフラット走行時の発熱が大きくなる。
【００２２】
　本発明のゴム組成物は、汎用ゴム一般に用いられているシリカを使用することができる
。たとえば補強材として使用される乾式法ホワイトカーボン、湿式法ホワイトカーボン、
コロイダルシリカ等が挙げられる。中でも含水ケイ酸を主成分とする湿式法ホワイトカー
ボンが好ましい。
【００２３】
　さらに本発明は、薄板状天然鉱石、例えばカオリナイト、セリナイト、フロゴバイトお
よびマスコバイト等の雲母類を配合することもできる。ここで薄板状天然鉱石のアスペク
ト比（厚さに対する最大径の比）は、３以上のものがゴム硬度を高める点で好ましい。前
記薄板状天然鉱石の平均粒子径は、２μｍ以上であり３０μｍ以下のものが好適に使用さ
れる。その配合量は、ゴム成分１００質量部に対して５質量部～１２０質量部の範囲で混
合できる。
【００２４】
　＜配合剤＞
　本発明のゴム組成物に用いられる硫黄または硫黄化合物としては、硫黄の表面析出を抑
えるという観点から不溶性硫黄が好ましい。不溶性硫黄は、平均分子量が１００００以上
、特には１０００００以上で、５０００００以下、特には３０００００以下が好ましい。
平均分子量が１００００未満では、低温での分解が起こりやすく表面析出しやすい傾向が
あり、５０００００をこえるとゴム中での分散性が低下する傾向がある。
【００２５】
　硫黄または硫黄化合物の配合量は、２質量部以上、さらには３質量部以上であることが
好ましく、１０質量部以下、さらには８質量部以下であることが好ましい。硫黄または硫
黄化合物が２質量部未満では、充分な硬さが得られない傾向があり、１０質量部をこえる
と、未加硫ゴムの貯蔵安定性が損なわれる傾向がある。
【００２６】
　さらに、本発明のサイド補強用ゴム組成物は、本発明の効果を損なわない範囲で、通常
のゴム配合に用いられる酸化亜鉛、ワックス、ステアリン酸、オイル、老化防止剤、加硫
促進剤などを含んでもよい。
【００２７】
　前記加硫促進剤は、例えばスルフェンアミド系促進剤は、遅延系加硫促進剤として、製
造過程において焼けが起こりにくく、加硫特性に優れているので、最も良く使用される。
また、スルフェンアミド系促進剤を用いたゴム配合は、加硫後ゴム物性においても外力に
よる変形に対して発熱性が低いため、ランフラットタイヤの耐久性が向上する。
【００２８】
　スルフェンアミド系促進剤としては、たとえば、ＴＢＢＳ（Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチル－２
－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド）、ＣＢＳ（Ｎ-シクロヘキシル－２－ベンゾチア
ゾリルスルフェンアミド）、ＤＺ（Ｎ，Ｎ’－ジシクロヘキシル－２－ベンゾチアゾリル
スルフェンアミド）などが挙げられる。その他の加硫促進剤としては、たとえば、ＭＢＴ
（メルカプトベンゾチアゾール）、ＭＢＴＳ（ジベンゾチアジルジスルフィド）、ＤＰＧ
（ジフェニルグアニジン）などを用いることができる。
【００２９】
　＜シランカップリング剤＞
　本発明は、前記シリカまたは前記薄板状天然鉱石と併用して、シランカップリング剤を
添加することができる。前記シランカップリング剤としては、たとえば、ビス（３－トリ
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エトキシシリルプロピル）テトラスルフィド、ビス（３－トリメトキシシリルプロピル）
テトラスルフィド、ビス（２－トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド、３－メ
ルカプトプロピルトリエトキシシラン、２－メルカプトエチルトリメトキシシランなどが
挙げられる。前記シランカップリング剤の配合量は、シリカおよび／または薄板状天然鉱
石１００質量部に対して２質量部～２０質量部の範囲で配合される。
【００３０】
　＜ゴム組成物の粘弾性特性＞
　ゴム組成物の７０℃における動的弾性率（Ｅ’70）は、２０ＭＰａ以上、１５０℃にお
ける動的弾性率（Ｅ’150）と、２００℃における動的弾性率（Ｅ’200）の比（Ｅ’200

）／（Ｅ’150）は、０．５以上であることが望ましい。このような値に調整することで
、ランフラット時の繰り返し変形による発熱で温度が上昇してもランフラット耐久性を維
持することができる。
【００３１】
　＜ランフラットタイヤ＞
　本発明のゴム組成物は、ランフラットタイヤのサイド補強層、あるいはビードエーペッ
クス等のビード部補強層に用いられる。ここでサイド補強層とは、ランフラットタイヤの
サイドウォール部の内側に配置されるゴム層であり、ビードエーペックスはビードコアの
上辺からサイドウォール方向に延びるゴム層である。ランフラットタイヤにおいてサイド
補強層および／またはビードエーペックスが存在することで、内圧が減少した状態でも、
タイヤがリムから外れることなく車輌を支えることができ、優れたランフラット耐久性が
得られる。
【００３２】
　図１は、本発明に係るランフラットタイヤの断面図の右半分を示す。図１において、ラ
ンフラットタイヤ１は、一対のビードコア２の廻りを両端が折り返されて係合されるトロ
イド状のカーカス３と、該カーカス３のクラウン部の外側に配置され、タイヤ周方向に５
～３０度の角度でコードが配列された２枚のブレーカプライをコードが交差するように配
置されたブレーカー４と、該ブレーカーの外側にはトレッド部５を備えている。そしてタ
イヤ内腔側でカーカス３に隣接してサイドウォールの領域に亘ってサイドウォール中央部
から両端方向に厚さを漸減するサイド補強層６が配置されている。さらにビードコア２の
上辺からサイドウォール方向には、硬質ゴムのビードエーペックス７が配置されている。
本発明は、前記サイド補強層に前述の特定のゴム組成物を採用したものである。
【００３３】
　図１においてはサイド補強層をカーカスプライ３の内側に配置したが、カーカスプライ
３の外側、即ちサイドウォールと隣接して配置することもできる。この場合、サイド補強
層とビードエーペックスを一体として、ビードコアの上辺から、ブレーカー両端部近傍に
延びるサイド補強層とすることも可能である。
【実施例】
【００３４】
　以下に、実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらのみに限定さ
れるものではない。以下に、実施例および比較例で用いた材料をまとめて示す。
【００３５】
　実施例１～３および比較例１～１０
　＜ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（１）の合成＞
　１，３ブタジエン２５０ｇをヘキサン溶液８０００ｍｌに溶解し、ＳＢＲ（ＪＳＲ社製
ＳＬ５７４）を１６５ｇ加え、十分に溶解させた。重合触媒として０．２Ｍのトリイソプ
ロピルアルミニウム５００ｍｌ、０．０４２Ｍのオクチル酸コバルト溶液２０ｍｌ、二硫
化炭素１５ｍｌを加えて、４０℃で８時間反応させた後、減圧乾燥した。そして結晶含有
率が４５．４質量％のＳＰＢｄの３００ｇを得た。
【００３６】
　ＳＰＢｄ結晶の融点は、ＴＡインスツルメンツ社製の自動示差走査熱量計Ｑ２０００を
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用いて、昇温速度１０℃／分で測定されるガラス転移温度によって求めた。
【００３７】
　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０５℃
　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：４５．４質量％。
【００３８】
　＜ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（２）の合成＞
　上記ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（１）の合成方法に準じて、ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（２）を合成
した。合成条件として、１，３ブタジエンの量を変更した。
【００３９】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０４℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：５０質量％。
【００４０】
　＜ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（３）の合成＞
　上記ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（１）の合成方法に準じて、ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（３）を合成
した。合成条件として、１，３ブタジエンの量を変更した。
【００４１】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０５℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：３０質量％。
【００４２】
　＜ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（４）の合成＞
　上記ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（１）の合成方法に準じて、ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（４）を合成
した。合成条件として、ＳＢＲの種類及び１，３ブタジエンの量を変更した。
【００４３】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０４℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：１５質量％。
【００４４】
　＜ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（５）の合成＞
　上記ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（１）の合成方法に準じて、ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（５）を合成
した。合成条件として、ＳＢＲの種類及び１，３ブタジエンの量を変更した。
【００４５】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０３℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：２５質量％。
【００４６】
　＜ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（６）の合成＞
　上記ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（１）の合成方法に準じて、ＳＰＢｄ結晶ＳＢＲ（６）を合成
した。合成条件として、ＳＢＲの種類及び１，３ブタジエンの量を変更した。
【００４７】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０３℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：５２質量％。
【００４８】
　＜ゴム組成物の調整＞
　表１に示す配合内容にしたがって、バンバリーミキサーを用いて、不溶性硫黄および加
硫促進剤以外の成分を、１６０℃で５分間混練りした。得られた混練り物に不溶性硫黄と
加硫促進剤を加えてバンバリーミキサーを用いて、１２０℃で２分間練り込んで未加硫ゴ
ム組成物を得た。さらに未加硫ゴム組成物を所定の形状のシートに押出し、１７５℃で、
２０分間のプレス加硫して試験片を調整した。
【００４９】
　以下の各評価を行なった。評価結果を表１に示す。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
（注１）ＳＢＲ（１）：ＪＳＲ社製、「ＳＬ５７４」（スチレン含量：１５モル％）。
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０５℃。
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【００５２】
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：４５．４質量％
（注２）ＳＢＲ（２）：ＪＳＲ社製「ＳＬ５７４」（スチレン含量：１５モル％）。
【００５３】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０４℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：５０質量％。
（注３）ＳＢＲ（３）：ＪＳＲ社製、「ＳＬ５７４」（スチレン含量：１５モル％）。
【００５４】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０５℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：３０質量％。
（注４）ＳＢＲ（４）：日本ゼオン社製「ＮＳ３１２Ｓ」（スチレン含量：４０モル％）
。
【００５５】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０４℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：１５質量％。
（注５）ＳＢＲ（５）：日本ゼオン社製「ＮＳ３１２Ｓ」（スチレン含量：４０モル％）
。
【００５６】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０３℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：２５質量％。
（注６）ＳＢＲ（６）：日本ゼオン社製「ＮＳ３１２Ｓ」（スチレン含量：４０モル％）
。
【００５７】
　　　ＳＰＢｄ結晶の融点：２０３℃。
　　　ＳＰＢｄ結晶のＳＢＲ中の含量：５２質量％。
（注７）ＩＲ：ＪＳＲ社製、「ＩＲ２２００」。
（注８）カーボンブラック（ＦＥＦ）：三菱化学（株）製、「ダイヤブラックＥ」（Ｎ2

ＳＡ：４１ｍ2／ｇ、ＤＢＰ吸油量１１５ｍｌ／１００ｇ）。
（注９）ステアリン酸：日本油脂（株）製、「椿」。
（注１０）酸化亜鉛：三井金属鉱業（株）製、「酸化亜鉛２種」。
（注１１）老化防止剤：住友化学工業（株）製、「アンチゲン６Ｃ」（Ｎ－（１，３－ジ
メチルブチル）－Ｎ’－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン）。
（注１２）不溶性硫黄：四国化成工業（株）製、「ミュークロンＯＴ」。
（注１３）加硫促進剤：大内新興化学工業（株）製、「ノクセラーＮＳ」（Ｎ－ｔｅｒｔ
－ブチル－２－ベンゾチアゾリルスルフェンアミド）。
【００５８】
　＜粘弾性特性＞
　ゴム組成物から所定のサイズのゴム試験片（幅０．４ｃｍ、厚さ２ｍｍ）を作製し、（
株）岩本製作所製の粘弾性スペクトロメータを用いて、測定温度７０℃、初期歪み１０％
、動歪み±１％、周波数１０ＨｚにてＥ’（動的弾性率）、ｔａｎδ（損失正接）を測定
した。
【００５９】
　＜評価結果＞
　表１から、ランフラットタイヤに要求される耐熱性と弾性率を所定の水準に維持するた
めには、ＳＰＢｄ結晶をＳＢＲ成分１００質量部に対して、４０質量％以上が必要である
（比較例３、実施例５）。またＳＰＢｄ結晶ＳＢＲをゴム成分中に７０質量％を超えるこ
とで、２００℃の高温においても物性の低下は軽減できる（比較例４、実施例１）。
【００６０】
　カーボンブラックを充填した配合系において（比較例５～８）、ゴム温度が１７０℃程
度から粘弾性測定をしている数分間のレベルでも、ゴムの分子鎖切断、架橋構造変化など
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により、弾性率の低下が認められた。その粘弾性は、比較例８の場合、イソプレンゴム（
ＩＲ）中にカーボンブラックを８０質量部配合しても動的弾性率（Ｅ’）は１３．４ＭＰ
ａであり、これ以上のカーボンブラックを増量すると混練が困難となり、ゴム配合を製造
することはできなかった。
【００６１】
　ＳＰＢｄを配合した系において、ＳＰＢｄはカーボンブラックの同量の配合に対して、
約４倍の強度を得ることができた。このため、カーボンに比べて、少量を配合することで
大きな動的弾性率を得ることができた（比較例７、実施例１～４）。
【００６２】
　図２には、ゴム組成物のＥ’の温度分散の測定結果を示す。実施例１～５はいずれも高
いＥ’の値を有すると共に、２００℃の高温においてもその値の低下は認められないこと
から、ランフラット時の発熱、昇温下においても、高い剛性を維持していることが判る。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、ランフラット性能に優れるサイド補強層、ビード部補強層に適したゴム組成
物およびそれを用いたランフラットタイヤであり、乗用車用タイヤに限定されず、軽トラ
ック用タイヤ、トラックバス用タイヤにも適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明のランフラットタイヤの断面図の右半分を示す。
【図２】ゴム組成物の粘弾性の温度分散測定結果を示す。
【符号の説明】
【００６５】
　１　タイヤ、２　ビードコア、３　カーカス、４　ブレーカー、５　トレッド部、６　
サイド部補強層、７　ビードエーペックス。
【図１】 【図２】
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